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1．優良建設工事表彰の目的

広島市水道局が発注する建設工事において、優れた成績を収めた受注者及び

技術者を表彰することにより、意欲の高揚を図り、建設業界の魅力や社会的評価

を向上させ、もって将来にわたる建設業界の維持及び発展並びに公共事業の品

質確保を図る。

（広島市水道局優良建設工事表彰要綱 第１条 より）



２．関係要綱等

⑴ 広島市水道局優良建設工事表彰要綱（R7.2.3施行）

⑵ 広島市水道局優良建設工事表彰審査委員会設置要領（R7.2.3施行）

⑶ 広島市水道局優良建設工事表彰実施要領
（R7.4.1施行（R7.4.1以降新たに契約する工事に適用））

【水道局ホームページ掲載ページ】

●「広島市水道局優良建設工事表彰制度」の施行について

（https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/site/subtitle-2/9369.html）

https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/site/subtitle-2/9369.html


３．表彰の種類

⑴ 優良建設工事表彰

⑵ 優良技術者表彰

⑶ 特別表彰
（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領第３条より）



３．表彰の種類

⑴ 優良建設工事表彰（条件Aと条件Bを満たすことが条件）

【条件A】 工事について

以下を全て満たす工事

☑ 前年度に発注者に引き渡された

☑ 表彰年度の４月末日までに工事成績評定通知がされた（検査様式-16）

☑ 最終契約金額１，０００万円以上

☑ 工事成績評定点が８２点以上

☑ 評価点が８５点以上

評価点＝工事成績評定点+加算点（企業の取組を評価したもの）

☑ 候補工事において労働災害・公衆災害等を起こしていない（受注者の責任において）

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 より）



３．表彰の種類

⑴ 優良建設工事表彰（条件Aと条件Bを満たすことが条件）（つづき）

【条件B】 受注者（業者）について

以下を全て満たす業者

☑ 広島市、安芸郡府中町又は安芸郡坂町に本店を有する

☑ 前年度に水道局に引き渡され、かつ、表彰年度の４月末日までに工事成績評定通知書を受けた建

設工事の実績が２件以上

☑ 上記の工事成績評定点の平均が７５点以上

☑ 上記の工事成績評定点に６５点未満が無い

☑ 前年度に広島市水道局から指名停止の措置を受けていない

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 より）

「優良建設工事表彰」は、【条件A】と【条件B】を満たすことが条件



３．表彰の種類

⑵ 優良技術者表彰

【条件】

☑ 優良建設工事に監理技術者又は主任技術者として全期間にわたって従事した技術者

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 より）



３．表彰の種類

⑶ 特別表彰

【条件】

☑ 同一の工種において、当該年度の表彰が、５年以上連続の表彰に当たる者

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 より）



４．表彰の公募

⑴ 公募の目的

企業の取組である「加算点」の確認

⑵ 主な対象工事

工事成績評定点が８２点以上かつ８５点未満の工事

（工事成績評定点が８５点以上の工事は、応募の有無に関係無く、表彰候補となる。）

⑶ 対象者

上記⑵のうち、評価点（工事成績評定点+加算点）により表彰を受けようとする者

⑷ 公募についての広報

表彰前年度３月～表彰年度４月（予定）に広島市水道局ホームページに掲載

⑸ 応募に求める条件

加算点を加えた評価点が表彰候補の要件を満たしていることを証明する資料の提出

（詳細はホームページに掲載される応募要件による）

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 より）



５．加算点について

⑴ 担い手確保・育成に資する取組

ア 若手育成（0.5 or 2.0点加点）

イ 女性の活躍（0.5 or 2.0点加点）

ウ 処遇改善、担い手確保（0.5 or 1.0点加点）

エ 建設業界の魅力向上（0.5 or 1.0点加点）

⑵ 生産性向上に資する取組

ア ICT活用（0.5点加点）

最大加算点計＝6.5点

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 別表２ より）



５．加算点について

⑴ 担い手確保・育成に資する取組

ア 若手育成

評価を受けようとする取組内容が複数の場合は、いずれか１つの取組内容を加算点とする。

企業：共同企業体の場合は代表構成員（幹事会社）の実績

公共工事：国、地方公共団体、公営企業又は特殊法人等が発注する建設工事

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 別表２ より）

取組内容 加算点

【企業として】
表彰年度の前年度に完成した公共工事において、配置を求められた全期間
（工場製作のみが行われている期間を除く。）、若手技術者(開札日において満
年齢40歳以下の監理・主任技術者)を配置した。

0.5点

【表彰対象工事において】
配置を求められた全期間（工場製作のみが行われている期間を除く。）、若手
技術者(開札日において満年齢40歳以下の監理・主任技術者)を配置した。

2.0点



５．加算点について

⑴ 担い手確保・育成に資する取組

イ 女性の活躍

評価を受けようとする取組内容が複数の場合は、いずれか１つの取組内容を加算点とする。

企業：共同企業体の場合は代表構成員（幹事会社）の実績

公共工事：国、地方公共団体、公営企業又は特殊法人等が発注する建設工事

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 別表２ より）

取組内容 加算点

【企業として】
表彰年度の前年度又は前々年度に完成した公共工事において、配置を求めら
れた全期間（工場製作のみが行われている期間を除く。）、女性技術者(監理・主
任技術者)を配置した。

0.5点

【表彰対象工事において】
配置を求められた全期間（工場製作のみが行われている期間を除く。）、女性
技術者(監理・主任技術者)を配置した。

2.0点



５．加算点について

⑴ 担い手確保・育成に資する取組

ウ 処遇改善、担い手確保

評価を受けようとする取組内容が複数の場合は、いずれか１つの取組内容を加算点とする。

企業：共同企業体の場合は代表構成員（幹事会社）の実績

公共工事：国、地方公共団体、公営企業又は特殊法人等が発注する建設工事

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 別表２ より）

取組内容 加算点

【企業として】
表彰年度の前年度に完成した公共工事において、建設キャリアアップシステム
を活用した。

0.5点

【表彰対象工事において】
表彰対象工事において、建設キャリアアップシステムを活用した。

1.0点



５．加算点について

⑴ 担い手確保・育成に資する取組

エ 建設業界の魅力向上

評価を受けようとする取組内容が複数の場合は、いずれか１つの取組内容を加算点とする。
企業：共同企業体の場合は代表構成員（幹事会社）の実績
公共工事：国、地方公共団体、公営企業又は特殊法人等が発注する建設工事

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 別表２ より）

取組内容 加算点

【企業として】
表彰年度の前年度又は前々年度に、広島市内、安芸郡府中町内又は安芸郡坂町内の
大学・短期大学・高等学校等が実施するインターンシップを受入れた。

0.5点

【企業として】
表彰年度の前年度又は前々年度に完成した公共工事において、地元住民や児童・学生
等を対象とした現場見学会を開催しイメージアップに努めた。

0.5点

【表彰対象工事において】
地元住民や児童・学生等を対象とした現場見学会を開催しイメージアップに努めた。

1.0点



５．加算点について

⑵ 生産性向上に資する取組

ICT活用

企業：共同企業体の場合は代表構成員（幹事会社）の実績

公共工事：国、地方公共団体、公営企業又は特殊法人等が発注する建設工事

ＩＣＴ活用工事：当該工事の発注者が定めたＩＣＴ活用工事に係る要綱・要領等に基づく「ＩＣＴ活用工事」又は「簡易型

ＩＣＴ活用工事」。

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第４条 別表２ より）

取組内容 加算点

【企業として】
前年度又は前々年度に完成した公共工事において、ＩＣＴ活用工事に取り組ん
だ。

0.5点



６．被表彰者の決定

被表彰者は、広島市水道局優良建設工事表彰審査委員会の審査を経て、水道

事業管理者が決定する。

（広島市水道局優良建設工事表彰要綱 第５条 より）



７．表彰方法

被表彰者へ水道事業管理者が表彰状を授与する。

（広島市水道局優良建設工事表彰要綱 第７条 より）



８．被表彰者の公表

被表彰者は、広島市水道局ホームページにおいて公表

【主な公表内容】

＜優良建設工事＞

・被表彰建設業者名 ・契約金額

・被表彰技術者名 ・工事成績評定点

・表彰対象工事名 ・加算点

・工種 ・評価点

＜特別表彰＞

・被表彰建設業者名 ・表彰工種

・被表彰技術者名 ・表彰年度（連続年数）

※被表彰者が公表を拒んだ内容を除く。

（広島市水道局優良建設工事表彰実施要領 第７条 より）



９．ホームページへの掲載

【広島市水道局ホームページ トップページ】
（https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/）

↓

事業者の方へ

↓

工事・建設コンサルタント業務関連 トップページ

↓

〇 建設工事トップページ
（https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/site/subtitle-2/）

↓

【広島市水道局優良建設工事表彰に関すること】
●制度について
●被表彰候補者の公募
●被表彰者

https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/
https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/site/subtitle-2/

